令和８年度あつぎ市民交流プラザ広告掲載事業募集要領
１　目的
アミューあつぎを利用される方の憩いの場及び自由な学びの場として設置するあつぎ市民交流プラザ内オープンラウンジ及びサロンスペース（以下、「オープンラウンジ等」という。）の活用を図るため、広告主によるラック据え付けと書籍類の設置により、オープンラウンジ等の利用者の憩いと自由な学びの一助とするとともに、広告掲載事業として市の自主財源の確保を図るものです。
２　事業概要

（1） ラック据え付けと書籍類設置の場所は、アミューあつぎ（厚木市中町２丁目12番15号）６階あつぎ市民交流プラザ内オープンラウンジ及び５階・７階サロンスペースとします。（別紙フロアガイドを参照してください。）
（2） ラックと書籍類は、広告主の負担で据え付け・設置します。

（3） ラック据え付けと書籍類の設置は、広告掲載料を定めた上でプロポーザル方式により決定し、ラックの据え付け箇所は管理者（市）と協議の上決定します。

（4） ラックと書籍類の入れ替えは、広告主に委ねます。

（5） 広告掲載事業で行うことから、ラックには広告主名を掲載します。
（6） 厚木市広告掲載要綱別表第１（第４条関係）のいずれかに該当するものは、掲載しないものとします。
３　設置期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日までとします。

４　設置条件

（1） ラックの据え付け台数は、参加広告主の希望設置台数により決定します。ただし、申し込み状況により、台数を調整していただく場合があります。（最大10台まで設置可。）

（2） ラック1台の規格は、高さ1.8ｍ、床面積１㎡以内とします。
（3） ラックの据え付けの際、転倒防止等、安全対策には細心の注意を払ってください。
（4） 設置する書籍類は、原則として自社の商品・製品案内とし、公序良俗に反しないものとします。
（5） ラックに掲載する広告主名は、書籍類の妨げにならない箇所に掲載してください。
（6） 広告主は、本市に事業所、営業所等がある事業者とします。
（7） ラックには、広告主の連絡先（電話番号）を掲載してください。
（8） ラックには、「厚木市は、自主財源を確保するため、有料広告事業として○○社のラックを設置しています。」と掲載してください。
５　広告掲載料

（１）広告掲載料としてラック1台につき１年間10,000円とします。
（２）納付は、市長が指定する方法により、期日までに一括して納付するものとします。

６　申し込み及び審査等

（1） 広告掲載事業への申し込みは、令和８年２月２日（月）までに、直接生涯学習課窓口（アミューあつぎ６階）に、次の書類を持参してください。

ア　応募用紙兼広告掲載同意書

イ　企画書（書式は任意とし、写真等でラック（希望台数）及び設置する書籍類の概要が分るもの。）

· 複数のラックを据え付けする場合、企画書は１枚で構いません。
· 設置する書籍類の年間の入れ替えの頻度を記入してください。

ウ　広告掲載誓約書

（2） 所管課において、次の項目について提案内容を審査し、広告主を決定します。（10社を上限とします。）また、厚木市広告掲載審査委員会（以下、「委員会」という。）において、厚木市広告掲載要綱（以下、「要綱」という。）に基づき、広告内容の審査を行います。
ア　書籍類の入れ替え頻度

イ　配架する書籍類の内容

＊　イについては、あつぎ市民交流プラザの目的に照合した審査を行います。

【当施設の目的】市民の生涯学習及び文化芸術に関する活動の場並びに子ども及びその保護者の集いの場を提供し、多様な世代の交流を図り、にぎわいあふれるまちづくりを推進するための施設です。

（３）ラックの台数の決定等

ア　プロポーザル方式により11社以上の評価が同点となった場合は、所管課が行う抽選により10社を決定します。
イ　所管課による審査において、審査員の平均得点が60点未満の場合は不採用とします。
ウ　10台以上の設置希望があった場合は、審査による得点の順に広告主及び設置台数を決定します。
エ　ラックを据え付ける場所は、審査による得点が上位のものから決定するものとし、同点の場合は、抽選により順位を決定します。
７　広告主の責任

（1） 広告主は、ラック及び書籍類の管理等について、一切の責任を負うものとします。

（2） ラック・書籍類の据え付け、設置及び撤去の費用は、広告主の負担とします。

８　その他

（1） 要綱の規定に反する表示又は表現がある場合は、その内容の一部を変更していただく場合があります。

（2） 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取り消した場合は、既に納付した広告掲載料は返還しません。

　　　ア　虚偽の申し込みによって掲載が決定したとき。

　　　イ　広告掲載料が納付期限までに納入されないとき。

　　　ウ　広告主が、広告掲載の決定後要綱及び「厚木市暴力団排除条例」の規定に定め

　　る業種や事業者になったとき。

（3） 広告・書籍類が汚損、破損等した場合は、原則として広告主の責任及び負担において修復・入れ替えをしていただきます。

（４）施設の都合により、所定の場所で広告を掲載することができなくなる場合がありま

す。この場合は、別の場所で掲載するなど、別途協議させていただきます。
審　査　項　目

	審　査　項　目
	基　準
	配　点

	１
	書籍の入れ替え頻度
	・毎月の入れ替え

・２～３か月で入れ替え

・半年で入れ替え

・不定期

・年間入替無
	50点

～

0点

	２
	配架する書籍の内容
（オープンラウンジの設置目的にふさわしいか。）
	・アミューあつぎとの関連性

・企業等のＰＲ

・ふさわしくないもの
　 求人雑誌

生涯学習課事業と競合するもの
アミューあつぎ店舗・業種と競合するもの
　  葬祭業関係
	50点

～

0点


【公開】
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